
特 記  仕  様 書 
 

１  本 仕 様 書 は 、  令 和 ８ 年 度 漁 港 施 設 法 定 点 検 等 業 務 委 託  に 適 用 す る ｡ 

 

２  本 業 務 は 、 事 前 に 対 象 施 設 に お け る 機 能 保 全 計 画 書 及 び 施 設 台 帳 を 確 認 し

た 上 、現 地 調 査（ 定 期 点 検 及 び 機 能 保 全 計 画 書 の 更 新 に 係 る こ と ）を 実 施 し 、

点 検 報 告 書 の 作 成 、 既 存 の 機 能 保 全 計 画 書 の 更 新 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。  

 

３  業 務 実 施 に 際 し て は 、 本 仕 様 書 、 設 計 書 、 漁 港 ・ 漁 場 の 施 設 の 設 計 参 考 図

書 、 水 産 基 盤 施 設 機 能 保 全 計 画 策 定 の 手 引 き 、 水 産 基 盤 施 設 ス ト ッ ク マ ネ ジ

メ ン ト の た め の ガ イ ド ラ イ ン の ほ か 、関 係 法 令 、通 達 等 を 遵 守 す る こ と と し 、

疑 義 が 生 じ た 場 合 は 発 注 者 と 協 議 の 上 、 決 定 す る こ と ｡ 

 

４  受 注 者 は 、 契 約 の 履 行 に 当 た っ て 、 業 務 の 意 図 及 び 目 的 を 十 分 理 解 し た 上

で 、 各 要 素 を 満 足 す る よ う に 最 高 の 技 術 を 発 揮 し な け れ ば な ら な い 。  

 

５  業 務 の 内 容  

１ ）  計 画 準 備  

現 地 調 査 （ 定 期 点 検 及 び 機 能 保 全 計 画 書 の 更 新 に 係 る こ と ） 業 務 の 遂

行 に 当 た っ て 、 事 前 に 資 料 等 の 収 集 を 行 い 、 業 務 全 体 の 目 的 及 び 内 容 を

把 握 し 、 業 務 の 手 順 及 び 遂 行 に 必 要 な 事 項 を 企 画 立 案 し 、 業 務 計 画 書 を

提 出 す る 。  

２ ）  陸 上 目 視 点 検 

陸 上 か ら 施 設 全 体 の 目 視 可 能 な 部 材 に つ い て 劣 化 ・ 損 傷 状 況 な ど の 目

視 調 査 を 行 い 、 施 設 の 変 状 箇 所 が 確 認 さ れ た 場 合 は 、 コ ン ベ ッ ク ス ・ ノ

ギ ス 等 に て 測 定 し 、 写 真 撮 影 に よ り 記 録 す る 。  

３ ）  電 位 測 定  

陽 極 の 電 位 測 定 を 行 い 、 記 録 を 整 理 す る 。  

４ ）  深 浅 測 量  

海 上 よ り 深 浅 測 量 を 行 い 、 記 録 を 整 理 す る 。  

５ ）  機 能 保 全 計 画 書 の 更 新  

点 検 結 果 に 基 づ き 、 機 能 保 全 計 画 書 の 更 新 を 行 う 。  



６ ）  ⾧ 寿 命 化 計 画 の 更 新  

点 検 結 果 に 基 づ き 、 ⾧ 寿 命 化 計 画 の 更 新 を 行 う 。  

 

６  受 注 者 は 、設 計 図 書 の 内 容 を 変 更 す る 必 要 が 生 じ た 時 に は 、調 査 職 員 の 指

示 に 基 づ き 実 施 す る も の と し 、調 査 職 員 の 指 示 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 に 関

す る 資 料 、 数 量 計 算 書 等 を 作 成 し 、 速 や か に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

７  受 注 者 は 業 務 完 了 後 、 下 記 の 成 果 品 を 提 出 す る も の と す る 。  

１ ）  報 告 書              ２ 部  

２ ）  図  面               ２ 部  

３ ）  報 告 書 及 び 図 面 CD（ SFC 形 式 ）  一 式  

 

８  発 注 者 が 中 間 報 告 を 求 め た 場 合 は 、 速 や か に そ の 内 容 に つ い て 資 料 を 整 理

し 、 説 明 を 行 わ な け れ ば な ら な い ｡ 

 

９  受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 履 行 す る た め 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に 当 た

っ て は 、 次 の 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

１ ）  受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 に よ り 知 り 得 た 個 人 情 報 に つ い て 、 漏

え い 、 滅 失 及 び き 損 の 防 止 そ の 他 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 の た め に 必 要 な

措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２ ）  受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 履 行 す る た め に 発 注 者 か ら 引 き 渡 さ

れ た 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 資 料 等 を 発 注 者 の 承 諾 な し に 複 写 し 、 又 は 複

製 し て は な ら な い 。  

３ ）  受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 履 行 す る た め に 、 発 注 者 か ら 提 供 を

受 け 又 は 受 注 者 自 ら が 収 集 し 、 若 し く は 作 成 し た 個 人 情 報 を 記 録 し た 資

料 等 は 、 こ の 契 約 の 完 了 後 直 ち に 発 注 者 に 返 還 し 又 は 引 き 渡 す も の と す

る 。た だ し 、調 査 職 員 が 別 に 指 示 し た と き は 当 該 方 法 に よ る も の と す る 。  

４ ）  受 注 者 は 、 前 ３ 号 に 違 反 す る 事 態 が 生 じ 、 又 は 生 じ る お そ れ の あ る こ

と を 知 っ た と き は 、 速 や か に 調 査 職 員 に 報 告 し 、 そ の 指 示 に 従 う も の と

す る 。  

 

１ ０  受 注 者 は 、「 高 松 市 発 注 の 建 設 工 事 等 の 契 約 に 係 る 暴 力 団 等 排 除 措 置 要



綱 」 に 基 づ き 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

１ ）  暴 力 団 等 （ 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。）、 暴

力 団 関 係 者 （ 暴 力 団 員 （ 同 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。）

又 は 暴 力 団 員 以 外 の も の で 、 暴 力 団 と 関 係 を 持 ち な が ら 、 そ の 組 織 の 威

力 を 背 景 と し て 同 法 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 暴 力 的 不 当 行 為 等 を 行 う も

の 若 し く は 暴 力 団 に 資 金 等 を 供 給 す る こ と 等 に よ り そ の 組 織 の 維 持 及 び

運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 す る も の を い う 。以 下「 暴 力 団 等 」と い う 。）

か ら 不 当 要 求 行 為 （ 不 当 又 は 違 法 な 要 求 そ の 他 こ の 契 約 の 適 正 な 履 行 を

妨 げ る 一 切 の 不 当 又 は 違 法 な 行 為 を い う 。以 下「 不 当 要 求 行 為 」と い う 。）

を 受 け た 場 合 は 、 毅 然 と し て 拒 否 し 、 そ の 旨 を 速 や か に 発 注 者 に 報 告 す

る と と も に 、 所 轄 の 警 察 署 に 届 け 出 る こ と 。  

２ ）  暴 力 団 等 か ら 不 当 要 求 行 為 に よ る 被 害 を 受 け た 場 合 は 、 速 や か に 発 注

者 に 報 告 す る と と も に 、 所 轄 の 警 察 署 に 被 害 届 け を 提 出 す る こ と 。  

３ ）  受 注 者 の 下 請 業 者 が 暴 力 団 等 か ら 不 当 要 求 行 為 を 受 け 、 又 は 不 当 要 求

行 為 に よ る 被 害 を 受 け た 場 合 は 、 受 注 者 に 報 告 す る よ う に 下 請 業 者 を 指

導 す る こ と 。 ま た 、 下 請 業 者 か ら 報 告 を 受 け た 時 は 、 発 注 者 に 報 告 す る

と と も に 、 所 轄 の 警 察 署 に 届 出 す る こ と 。  

１ １  労 働 関 係 法 規 を 遵 守 及 び 適 正 な 労 働 条 件 の 確 保 に 関 し て は 次 に よ る こ と 。

な お 、  ５ ） 以 外 は 法 定 事 項 で あ る 。  

１ ）  所 定 労 働 時 間 に つ い て は 、 労 働 基 準 法 に 基 づ き 、 工 事 の 施 工 や 業 務 の

実 施 に 当 た っ て は 、 就 労 の 実 態 を 踏 ま え 、 完 全 週 休 ２ 日 制 の 導 入 や １ 日

の 労 働 時 間 を 縮 減 す る 等 、 法 定 労 働 時 間 の 週 ４ ０ 時 間 （ 特 別 措 置 の 適 用

を 受 け る 事 業 に あ っ て は 、週 ４ ４ 時 間 ）を 遵 守 す る こ と 。ま た 、時 間 外 、

休 日 及 び 深 夜 （ 午 後 １ ０ 時 か ら 翌 日 の 午 前 ５ 時 ま で ） に 、 労 働 さ せ た 場

合 に お い て は 、 同 法 に 定 め る 率 の 割 増 賃 金 を 支 払 う こ と 。  

２ ）  雇 入 れ の 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 間 継 続 勤 務 し 、 全 労 働 の ８ 割 以 上 出 勤

し た 労 働 者 に 対 し て 、 最 低 １ ０ 日 の 年 次 有 給 休 暇 を 付 与 す る こ と 。 い わ

ゆ る パ ー ト タ イ マ ー 労 働 者 に つ い て も 、 所 定 労 働 日 数 に 応 じ て 年 次 有 給

休 暇 を 付 与 す る こ と 。  

３ ）  労 働 者 の 雇 入 れ に 当 た っ て は 、 賃 金 、 労 働 時 間 そ の 他 の 労 働 条 件 を 明

示 し た 書 面 を 交 付 す る こ と 。  



４ ）  賃 金 は 毎 月 １ 回 以 上 、 一 定 の 期 日 に そ の 全 額 を 直 接 、 労 働 者 に 支 払 う

こ と 。 支 払 い の 遅 延 等 の 事 態 が 起 こ ら な い よ う 十 分 配 慮 す る こ と 。  

５ ）  本 業 務 の 設 計 は 、 国 土 交 通 省 の 設 計 業 務 委 託 等 技 術 者 単 価 等 に 基 づ き

積 算 し て い る の で 、 こ の 点 に 留 意 し 、 労 働 者 の 適 切 な 賃 金 の 支 払 い に つ

い て も 配 慮 す る こ と 。 ま た 、 下 請 契 約 等 を 締 結 す る 場 合 は 、 下 請 等 労 働

者 に 対 し て も 適 切 な 賃 金 が 支 払 わ れ る よ う 元 請 業 者 と し て 配 慮 す る こ と 。 

６ ）  労 働 保 険 は も と よ り 、 労 働 者 の 福 祉 の 増 進 の た め 健 康 保 険 及 び 厚 生 年

金 保 険 は 法 令 に 従 い 加 入 す る こ と 。 な お 健 康 保 険 及 び 厚 生 年 金 保 険 の 適

用 を 受 け な い 労 働 者 に 対 し て も 、 国 民 健 康 保 険 及 び 国 民 年 金 に 加 入 す る

よ う 指 導 す る こ と 。  

７ ）  １ ） か ら ６ ） ま で に 定 め る も の の ほ か 、 労 働 基 準 法 、 労 働 安 全 衛 生 法

ほ か 労 働 関 係 法 規 を 遵 守 す る こ と 。  

 

１ ２  売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の 他 の 契 約 を 市 と の 間 で 締 結 し 専 ら 当 該 契 約 に 係 る

業 務 、 事 務 等 の 履 行 中 に お い て 、 法 令 等 に 違 反 す る 事 実 が 生 じ 、 又 は 生 じ る

お そ れ が あ る と 思 料 す る と き は 、 市 の 内 部 公 益 通 報 制 度 に よ り 通 報 す る こ と

が で き ま す （ 同 制 度 に お け る 通 報 方 法 : 電 子 メ ー ル 又 は 書 面 を 高 松 市 公 正 職

務 審 査 会 に 提 出 （ 原 則 と し て 提 出 者 の 氏 名 を 明 ら か に す る 必 要 が あ り ま す 。）

⇒ メ ー ル ア ド レ ス:naibu.tuho.shinsakai@nifty.com 書 面 提 出 の 場 合 の 宛

先 : 総 務 局 コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 課 内 高 松 市 公 正 職 務 審 査 会 ）。  

※  市 の 内 部 公 益 通 報 制 度 に つ い て 定 め た 「 高 松 市 職 員 の 倫 理 及 び 公 正 な 職

務 の 執 行 の 確 保 に 関 す る 条 例 」 と 同 条 例 の 施 行 規 則 （ い ず れ も 総 務 局 コ ン

プ ラ イ ア ン ス 推 進 課 所 管 ）は 、契 約 監 理 課 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し て い ま す 。  

 

１ ３  受 注 者 は 、契 約 金 額 が 100 万 円 以 上 の 全 て の 業 務 に つ い て 、測 量 調 査 設

計 業 務 実 績 情 報 シ ス テ ム （ テ ク リ ス ） に 基 づ き 、 受 注 ・ 変 更 ・ 完 了 ・ 訂 正 時

に 業 務 実 績 情 報 と し て 、「 登 録 の た め の 確 認 の お 願 い 」を 作 成 し 、調 査 職 員 の

確 認 を 受 け た 上 、（ 一 財 ） 日 本 建 設 情 報 総 合 セ ン タ ー に 10 日 以 内 （ 土 ・ 日 ・

祝 日 を 除 く ） に 登 録 し な け れ ば な ら な い 。  

ま た 、 登 録 機 関 発 行 の 「 登 録 内 容 確 認 書 」 が 受 注 者 に 届 い た 際 に は 、 速 や

か に そ の 写 し を 調 査 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 



１ ４  積 算 に つ い て 、 高 松 市 で は 、 土 木 工 事 標 準 積 算 基 準 書 （ 香 川 県 土 木 部 ）

に 準 拠 し て お り 、 積 算 基 準 、 建 設 機 械 損 料 及 び 産 廃 処 分 費 の 年 度 改 定 を 通 常

は 、 ８ 月 に 行 っ て い ま す 。  

な お 、 実 施 単 価 は 、 ５ 月 、 １ １ 月 、 市 場 単 価 は 、 ５ 月 、 ８ 月 、 １ １ 月 、 ２

月 に 改 定 を 行 い 、ま た 、変 動 単 価（ 燃 料 油 、鋼 材 等 ）の 改 定 は 、毎 月（ ４ 月 、

１ ０ 月 除 く ） 行 っ て い ま す 。  

※  令 和 4 年 １ １ 月 か ら 当 面 の 間 、 最 新 の 取 引 価 格 を 適 正 に 反 映 す る た め 、

「 積 算 資 料 電 子 版 」 及 び 「 Ｗ ｅ ｂ 建 設 物 価 」 に 掲 載 さ れ て い る 資 材 単 価 に つ

い て は 、 毎 月 （ ４ 月 、 １ ０ 月 除 く ）、 単 価 の 改 定 を 行 い ま す 。  

 

１ ５  本 調 査 の 海 上 作 業 日 に は 、 履 行 箇 所 に 常 時 １ 隻 の 安 全 監 視 船 を 配 置 し て

調 査 水 域 の 見 回 り に 当 た る も の と す る 。 本 調 査 で は 延 べ ２ 隻 の 安 全 監 視 船 を 予

定 し て い る 。  

  な お 、 本 調 査 の 設 計 変 更 に よ り 安 全 監 視 船 の 延 べ 隻 数 に 増 減 が 認 め ら れ た

場 合 は 協 議 の 対 象 と す る が 、 受 注 者 の 責 に よ り 増 隻 と な っ た 安 全 監 視 船 に つ い

て は 協 議 の 対 象 と し な い 。  

 

 

 
 


